
 令和７年度第３回新居浜市地域発達支援協議会会議録 

 

1. 日時 令和８年２月１２日（木）１５：００～１７：０２ 

2. 場所 新居浜市こども発達支援センター 

3. 出席者 委員 竹本幸司 髙畠由紀 川井章代 伊藤由香 越智誠司 

  國久保浩二 金塚郁子 河合亜希子 藤田透 濱田紀明 

  真鍋真理子 三木由紀子 野沢佐絵美   

  合田史宣（代理；元根） 黒川由美（代理；真鍋） 

  前田さやか（代理；佐崎） 村尾勉（代理；大角） 

 アドバイザー 吉松靖文 渡部徹   

 事務局 秋月雄司 田中康一郎 西原勝則 伊藤亜野 川上奈菜 

  岡田里美 堀口美穂 佐々木正子   

4. 欠席者 委員 明智美香 石川真悟 畑野一恵   

5. 傍聴者 なし      

6. 議題 （１）第２回協議結果と支援会議開催に係る共通理解 

（２）サポートファイルの様式変更 

（３）地域課題と次年度の協議テーマ 

7. 協議結果 

委員長 皆さんこんにちは。 
本日はご多用の中、令和 7年度第 3回地域発達支援協議会にご出席賜り、

ありがとうございます。 
定刻が参りましたのでただいまから協議会を開催いたします。 
まず、委員の異動がありましたので、ご報告します。 
藤田委員が転職されました。転職先についても、新居浜市地域発達支援協

議会設置要綱第 3条第 2項の委員の要件を満たしておりますことから、任

期継続をお願いしておりますのでご了承ください。 
本日の出席委員の出席ですが、明智委員、石川委員、畑野委員が、欠席ま

たは遅刻ですので、今のところ出席が 17 名、出席者が半数を超えており

ますことから、新居浜市地域発達支援協議会設置要綱第 6条第 3項に基づ

き、本協議会の成立要件を満たしていることをご報告します。 
なお、合田委員、黒川委員、前田委員、村尾委員は代理の出席をお願いし

ております。 
アドバイザーは吉村先生、渡部先生にご出席いただいております。 
皆さんよろしくお願いします。 
それでは議事に移ります。 
今年度のテーマは、支援会議のあり方を見直すということでした。 
第 2回では、委員の皆さんへのアンケート調査結果を踏まえて、支援会議

実施要領の作成に向けた協議をしていただきました。 
今回はその協議結果を踏まえて、よりよい支援会議を開催するために、共

通理解が必要な事項を確認していきたいと思います。 
ぜひ活発な議論をお願いいたします。 
では議題 1、第２回協議結果と支援会議開催に係る共通理解について事務



局から説明をお願いします。 

事務局 第 2回協議結果と支援会議開催に係る共通理解について、説明いたしま

す。 
まず、第 2回の協議結果です。資料 1－1をご覧ください。 
本市の支援会議の現状、課題対応の方向性に関する皆さんからのご意見を

整理したものでございます。 
支援会議の現状といたしましては、開催状況、運用の実態として、学期に

1回程度開催されています。 
校内での共通理解は一定程度図られているようでしたが、校内委員会を明

確に位置付けて開催しているとは言えない状況でした。 
支援会議の役割認識ですが、支援内容の検討や、目標設定そのものが行わ

れていることもあり、役割が整理しきれていない面がありました。 
本人参加については、限定的であり、年齢等に応じた参加の意義を問う意

見もありました。 
支援会議における主な課題といたしましては、校内委員会と支援会議の役

割の整理不足、会議の目的、ゴールの不明確さ、教育・福祉間の情報共有

のばらつき、本人参加のあり方が整理されていないといった意見がありま

した。 
対応の方向性といたしましては、まず、校内委員会と支援会議の役割整理

について、校内委員会では、アセスメントや校内の合意形成を行い、支援

会議では、関係機関との計画のすり合わせや役割分担を行うといった整理

が必要であるとの意見がありました。 
会議運営の明確化については、会議の目的、ゴール、所要時間を明確に

し、効率的な運営を図るという意見がありました。 
教育、福祉関係機関の連携強化については、教育と福祉双方の支援計画の

整合性を図る必要があるとの意見がありました。 
本人参加の段階的な検討については、本人の発達段階に応じた柔軟な参加

のあり方を検討するといった意見がありました。 
以上のことを踏まえて、第 2回で提示しておりました新居浜市支援会議実

施要領案を資料 1－2のとおり、新居浜市支援会議開催要領案として、修

正いたしました。 
主な修正箇所といたしましては、表題を開催要領とし、1.支援会議の定義

は、「児童一人一人の自立を支援し」と、「権利を擁護する」を挿入して

おります。 
また、3.事前準備に、（1）本人保護者への説明と同意を記載しました。

えひめ特別支援パッケージの作成と発達検査については、開催の前に行う

ことなので、よりよい支援方法を検討するための参考資料としました。 
4.支援会議の開催については、例を掲載しておりましたが、削除して、要

点整理にとどめました。 
（2）支援会議開催を会議の進行に改め、支援会議の開催に係る準備か

ら、進行、そして事後処理の流れを明記しました。 
支援会議の出席者や支援会議進行役の心得は、臨機応変に対応すべきこと

になるため、参考としました。 
さらに出席者については、原則とその他に分けて記載しております。 
関係機関との連携については、（1）学校から関係機関への依頼と、（2）

関係機関から学校に依頼があった場合、（3）会議後の対応に分けて、そ

れぞれの対応をまとめ直しました。 
詳細は改めてご確認いただいたらと思いますが、全体として、要点が整理



されたのではないかと思います。 
周知につきましては、学校については、この案を媒体として現場の先生方

と十分協議し、支援会議の標準化を図っていく必要があると考えておりま

す。 
関係機関については、支援会議には関係機関の連携・協力が必要であるこ

とも明らかとなりましたので、支援会議開催に係る連携のルールとして、

共通理解を図っていく必要があると考えております。そこで、資料の 1－

3のとおり、関係機関の連携ルールを、チラシにまとめました。 
チラシは、学校と関係機関のルールをポイントにまとめ、双方が全体像を

把握しやすいように工夫しました。 
学校側のルールとしては、関係機関を呼ぶ前に、校内で十分情報を整理

し、学校としての支援方針をまとめておきましょうというのがポイント

1、2です。そして関係機関と話し合う必要性を本人に説明し、本人が前

向きな気持ちで参加できるようにするのがポイント 3です。これらの準備

がないと、ポイント 4の効果的な会議運営に繋がりませんし、結果の出な

い会議になると、ポイント 5のフィードバックにも繋がりにくいと思いま

すので、関係機関との会議に対する理解に齟齬が生じてしまうことも危惧

されます。 
関係機関のルールとしては、参加を依頼されたときは、開催目的に沿った

情報提供や意見を準備して臨む必要がありますし、学校に開催を依頼する

ときは、事前に学校と相談する必要があります。 
特に注意書きのところですが、事業所は、障害福祉サービス等報酬の連携

加算がありますので、サービス計画の作成、または見直しに関する会議に

学校の参加をお願いすることがあります。しかし、この場合の開催主体は

事業者になっているかと思いますので、注意をお願いしたいところです。 
協議会としては、チラシを各関係機関において適宜共有していただくこと

で、みんなで、よりよい支援会議になるよう、協力していけないかと思っ

ております。 
事務局からの説明は以上です。ご協議よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 
今の説明について補足や意見等ありましたらお願いします。 
それぞれの立場から、どうでしょうか。支援会議に参加した方も何人かい

らっしゃると思うんですけど。 
事務局から説明を聞いて、わかる部分もあるだろうし実際にやってみて

じゃないとわからない部分もあったりすると思うので、アドバイザーの先

生方にもご意見をいただいてから考えたらと思います。アドバイザーの先

生、構いませんか。 

アドバイザー 今回、子供、当事者がちゃんと中心になってるというところが明記された

のがとてもよかったと思っております。 
一方で子供自身が、意見表明の難しい場合についての取り扱いをどうする

かというところも明確にしておくこと等も必要かと思います。 
私の方からは以上です。 

アドバイザー 僕の方は、資料準備しているので、その資料の説明を兼ねて意見させてい

ただいたらと思います。 
2030 年から学習指導要領が変わります。それから、再来年度から、通級

指導教室の定数制が始まります。同時に 2028 年から教員に採用されて 10

年以内に複数年支援学級や通級指導教室を担当するというのが始まりま

す。それが始まったら、3年か 4年サイクルで先生がどんどん交代してい



く、ベテランの先生がいなくなり、教育相談の相談員が、経験が十分ない

まま相談するんじゃないかと思ったりしてます。そして、5歳児健診が来

年再来年度から始まります。 

2027 年からいろんなことが変わるので、特別支援教育の、従来のシステ

ムを、考え直さないといけないと思ったりしています。 
お手元の資料の左上にこども家庭庁のホームページが出てますが、生まれ

てから、100 ヶ月が大事ですよと。100 ヶ月というのは小学校一年生にな

るぐらいまでの間、その間に母子保健法で、1歳 6か月児健診と 3歳児健

診をしてます。そして、学校保健安全法で、就学児の健康診断をしていま

した。 
学校保健安全法の就学時健診というのは、11 月ぐらいに、来年一年生に

なる子供を各学校に集めて、健康診断をしたり、学校の説明をしたりし、 
35 人のクラスで学習の参加が大丈夫かを確認します。 
そこで難しかったら支援学級だろうなとか、教室で対応したらいいんじゃ

ないかとか検討するんですが、それが 11 月では間に合わない。何が間に

合わないかと言うと、学齢簿の作成が 10 月 1 日になってます。 
行政の方は 10月 1日の住民票を拾って、来年一年生になる子どもがどこ

の学校に何人いるかというのを拾ってきます。その人数に合わせて、一年

生が 3学級だったら、担当の先生を 3人配置しないといけない。 
10 月 1 日に、通常の学級か、支援学級か、支援学校か、その人数が決ま

っていなかったら、採用の人数が決まらないし、予算を取ることができな

いから新年度に間に合わないんです。なので、10月 1 日までに、それを

してもらわないといけないんですが、学校保健安全法では健康診断が 11

月というのは、昭和 54年からずっと困ってる現象なんです。 

それで、夏休みの 7月 8月に教育相談をやって、そこで子供の状態を見て

就学先を決め 10 月 1 日に間に合うようにしています。 
そして今回、5歳児健診が始まります。 
今は 5歳児相談のアンケートなど事前にやっていると思うんですが、健診

が始まったらそこをきちんとやっていかないといけないと思います。 
保護者に、健診をした後希望を聞いて、児童発達支援事業所に通っている

子どもさん、支援学級、または支援学校が望ましいだろうなという子ども

さんの場合には、7月 8月の教育相談を受けたらいいですよね。 
そのことは大丈夫なんだけれど、兄弟げんかをどうしたらいいかなとか、

子育ての相談も 5歳児健診の後には、挙がってきます。 
だから継続してケアしないといけないケースから、お母さんがちょっと困

っているようなことまで、すごい人数が挙がっています。 
それで住み分けをしないといけないというので、各園か、5歳児健診を実

施したところで、園内の子育て相談で解決していい事柄なのか、教育相談

を受けて就学先をきちんとカバーしないといけないのか、他の相談に紹介

しないといけないのかを集約しないといけないと思っています。 
それを受けて年長さんになった 7月 8月の時の就学相談を受ける流れにな

ると思うんですが、その後も不登園の子供が増えてみたり、コミュニケー

ションの問題が難しかったり、それからこども家庭庁が言っているよう

に、アタッチメントの問題だったりが今育ちにくい環境なので、すごい人

数が出てきています。 
それを受けた教育支援委員会は、消化できなくなるんです。これはもう、

就学前の人と、学校に通っている子どもと別々にしないと、評価できない

んじゃないかな。5歳児健診と従来やっている教育相談の仕組みの見直し



をしないといけないかなと思ったりしています。 
ここで面接する先生が、さっき言ったように、3年か 4年で交代するよう

な時代が来たら、あまり経験のない先生が専門家の意見をまとめることが

できるか心配です。 
それから、新居浜市は、3人の先生がチームを組んで、各園を回って、子

どもの状態を見ているんですが、そこらあたりのシステムがうまくいくの

か、5歳児健診と、就学相談をどうやるのか。 
それを受けて、学校に入ってからも、子どもについての相談をするのがこ

の支援会議なんです。 
支援会議は、学校に入ってからの様子を受けて、今指導している事柄につ

いての支援会議なのか、就学先を変更するための支援会議なのか、そこを

校内委員会できちんと話をしないといけないので、さっきの支援会議の目

的、校内委員会がどういう役割をしないといけないかということになろう

かなと思っています。 
それから今回の見直しは支援会議の見直しですけど、5歳児健診が始まっ

たときに、もう一遍見直しをしないといけないことがないように、今から

関連づけて考えておく必要があるんじゃないかな。それから、教育相談、

就学相談の見直しを多分しないといけない。 
人数のこと相談員のこともあるし、その時期が多分 2030 年までには来る

と思うんですが、それでも耐えられるような内容で考えていくことをして

いかないと、ポイントポイントで見直しよったら、また矛盾が出てくるん

かなと思ったりするので、長い目で見て欲しいなと思っています。 
それで、5歳児健診を計画する立場の方から見られてどうか、それから幼

稚園保育所の先生方が、園内で相談することと、それから就学、年長さん

の教育相談、そこらあたりで従来やってる事柄が支援会議にうまく繋がる

かということで、この辺がもうちょっと充実したらとか、ここが気になり

ますとかいう意見があったら、協議を進められたらいいんじゃないかと思

います。 

委員長 ありがとうございました。 
吉松先生からは、子どもの意見表明についてももう少し記載していないと

いけないかなというのと、渡部先生からは、小中の支援会議に焦点を当て

過ぎるのではなくて 5歳児健診あたりから続いてきての支援会議になるの

で、それに関わっている方々のご意見もいただきたいということだったと

思います。 
私は中学校にいますけど、支援会議は、小さい時は多いけど、だんだん減

っていく。減っていくのが、目的を決めて支援会議をやっていくというも

のじゃないかなと思ったりもします。 
保健センターの方からどうですか。 

委員 はい。 
新居浜市では 5歳児健診について、今のところを実施する具体的な目途は

立っていない状況になっています。 
1 歳 6ヶ月児健診と 3歳児健診は、母子保健法第 12 条で、市町村に実施

義務がある健診となっていて、必ずしないといけないような健診になって

います。 
一方で 5歳児健診は母子保健法第 13 条の市町村が必要性に応じて実施す

る健診となっております。 
今、新居浜市のどの健診にも、医師の診察は必ず必要になるんですけれど

も、新居浜市の課題として小児科の先生の確保が難しいという課題があり



ます。 
実際に法定健診の 1歳 6か月児健診と 3歳児健診も、全体の 3割を市内の

先生では賄えないということで、愛大病院から先生に来てもらっているよ

うな状態であります。 
その中で 5歳児健診にさらに小児科の先生が必要ということで、健診を始

めるのが難しい状況になっていて、今のところすぐ始めるような体制には

なっていないというのが現状です。 

委員 今、1歳 6ヶ月児健診、3歳児健診は 3割が大学で、もっと多いと思って

いたんですけど、実は、4月からもう 1件、市内の先生が減ることが決ま

っておりまして、5歳健診の話は何年か前からあるんですけど、健診の方

法として、全員に健診をするということと、ピックアップ方式という方法

があると聞きました。 
国とか 5歳児健診を推奨する方々は、当然のように全員やりましょうと言

われますが、保健センターからも説明がありましたように、1歳 6ヶ月プ

ラス 3歳プラス 5歳となると、かなり健診に労力が取られるということに

なって、なかなか厳しいかなあと。 
せっかく新居浜市は 1歳 6ヶ月児健診、3歳児健診で、保健センター或い

は発達支援課で、ある程度特性がありそうな子の目星はかなり立っている

というふうに私は思っていたので、それをメインとしてプラスアルファー

かなと個人的には思っていたんですが、結局、ピックアップになるのか、

全員やるようになるのかも実は決まっていないです。 

何かの会で、愛媛県の町だったと思うんですけど全員やってる。その町の

年間出生児数は新居浜の 1ヶ月より少ないんです。それはできるよねって

心の中で思いながら私は聞いておりました。しかも、実は、小児神経の専

門の先生とか、心理士、リハビリの専門のスタッフがいっぱいいる病院が

あるんです。 
だから、そういう医療側の環境も整っていて、しかも、お子さんの人数

が、新居浜の 1ヶ月分以下というところで、そういう条件がそろっていれ

ば、全員というのもしやすいと思うんですけれども、ちょっと新居浜市の

レベルで全員やりますとは残念ながら返答できないのが現状で、大学のサ

ポートをもらいながらになるのか、我々だけでなくて、児童精神とか小児

神経の先生のアドバイスをいただきながらするのかとか、実はまだ我々も

思案中なのが現状です。 

アドバイザー 支援会議と別の方向の話題になって申し訳ないんですが、5歳児健診は、

児童精神科じゃなくて小児科で見てもらう仕組みになるんです。 
小児科学会からの調査で、県下でもされている地域があるんじゃないかと

思ったりするんですが、今、5歳児相談でアンケートをとって、相談の希

望がある場合に、医療や相談に繋がることを何とかやっているので、全員

は到底難しいのをどうやったらいいのかというのが来年度の研修課題にな

ると思ったりしています。 
それで、5歳児健診と学校保健安全法でやっている 11月にある健康診断

と同じ時期にし、毎年お医者さんに診てもらう。それが本当に必要なの

か、何のためにそれ必要なのかが、もう一つ統一できていないんじゃない

かなというのを、心配しているんですが。 
ただ、学校保健安全法の方は 10 月 1 日以降じゃないとできない。厚生労

働省と文部科学省の管轄の違いで、そこは現場でうまくしていかないとい

けないかな。 
どこも具体的に進まない。 



学校の方では子育てが不安なケースみたいなのが、どんどん上がってき

て、人数がすごく増えて、今までの日数では対応できないのも実態と思い

ますから、それを受けて学校が預かった段階で、何も聞いてないんだけ

ど、子どもを見てみたら、すごく気になるので、それどうしたらいいかな

というのは校内委員会で話をして教育相談なんかに繋ぐ、そこらあたりが

上手く流れるような支援会議という案でまとめられておくほうがいいんじ

ゃないかなという意見です。 

アドバイザー 健診においてはやはり医師が参画することが大事ということで、ただ小児

科医に限る必要はないとされてますね。 
やっぱり何のための健診なのか考えた時に、発達支援、これは子どもの発

達する権利の保障という観点じゃないかと思うんです。 
どうしても健診と言うと悪いものを見つけるという発想になっているんじ

ゃないか、受ける側もそうなっていますよね。 
一方、健診には心理相談の専門家も入りましょうということで、いわゆる

フォローになった人たちが、フォローになったからこそどう安心できるよ

うになるのか、その視点が重要なんじゃないか。 
そういう点では医師の確保も重要ですけど、本人や保護者の心理支援、発

達支援という、ここの部分が重要じゃないかな。新居浜市は、発達支援セ

ンターがあって、そこに関与できるところが新居浜市の強みではないかな

と思います。 
ただその部分を、参画していただくお医者さんとしっかり確認した上で、

特に発達のことがあまりご専門でない先生だと、いいか悪いかという医療

モデルで子供を見られる部分が強いんじゃないかなあ。そうすると、発達

の支援の観点からいくと、特に 5歳児健診が年中さんでフォローすること

で、就学時健診までの間に家庭や園で何をしたらいいのか、そこが重要な

んじゃないかな。 
先ほどアタッチメントの話が出ていましたけど、愛情とアタッチメント

は、ある意味無関係で独立したものです。その点を間違えてしまうと、保

護者を責めてしまうという問題が起きてしまいます。 
あと就学の段階で重要なのは、まだ場の判断になっているんじゃないでし

ょうか。通常についていけるかどうかという発想自体が変えないといけな

いことですよね。本人がどこで学びたいのか、本人がどこで学ぶと一番効

果的なのか、この視点を、就学相談で明確にしておかないと、これぐらい

の数値だったら通常でいけるんじゃないですかというような、誤った、障

害者差別の大きな根っこの一つになっているんではないかなと思いますの

で、やっぱり健診するにしても支援会議するにしても、この点を明確にし

ておく必要があると思います。 

委員長 ありがとうございました。 
先生からお話聞きましたが、それを受けて、こう思うとか、ないでしょう

か。 
話がずれるかもしれないんですけど、中学校で 300 人以上は不登校です。 
多分 5年前から倍になっている。教育委員会に入ったときに 150 人ぐらい

だったのを、100 人以内に戻したいなと思ってましたが、そういうところ

じゃない。 
中学校で支援会議をしていても、結構、不登校に対しての支援会議という

か、教育相談みたいなんですけど、結局、本人、保護者の心理支援になっ

てきているのかなとは思います。もちろん発達支援も必要なんですけど、

もっと早い段階で本人の自信というかやれることはしっかりできるとか、



やっぱり早い段階からの、きちっとした支援が、本人の意思も尊重しなが

らやっていけるということが必要なのかなと思ったりもしました。 
これもこの場で言う話ではないと思うんですけど、10年もしたら小学校

も中学校も統合したりとか、小中一貫になったりとかしないとできないよ

うな状況になってきて、人口が減っているけど不登校とかが増えていっ

て、どうなるんだろうというふうには思います。だからこそ、しっかりと

生きていける、協力をしながらですけど、そういうことを考えていくの

が、やっぱり教育でもあるかなと。 
たださっき文部科学省と厚生労働省が違うと言ったけど、新居浜市は教育

と福祉が繋がりながらやろうとしていると思うんです。だから、そういう

面でも福祉の方からご意見を、伺えたらいいなと思うんですけど。児童相

談所からいいですか。 

委員 5 歳児健診は、確かに県下 20市町あって、人口規模の小さいところが、

全員対象で、5歳児健診をスタートしているところがあり、やっぱり人口

規模の大きい市になってくると、なかなか一律に実施するのは難しい。今

後は、それぞれの市町に任せられるかそれとも実施ということになるんで

すかね。 
1 歳 6か月児と 3歳児が必須で数十年来きたところに、今回 5歳児健診の

導入が新たに加わってきて、流れが変わってきたところで先生のお話を聞

くと、やはり就学相談の対象児童がとっても多い。確かに、1歳 6か月児

と 3歳児だけでは、発達面での課題や特性をすべてフォローするのが難し

いところもあって、小学校に上がるまでのチェックというところも流れの

中にあって 5歳児健診が出てきたのかなと、私なりの解釈で思うんですけ

れども。 
これに関しては検討中ということですが、最終的には数年以内には実施

の流れになるのかなと思ったんですけど、それぞれの市町の判断で、5歳

児健診をやるやらないが決まっていくのか教えていただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

委員 5 歳児健診は、母子保健法の第 13条に規定されている、必要性に応じて

市町が実施する健診になっておりますので、市町の判断によって実施する

しないを、その体制によって決められていくものではないかなというふう

に考えています。 

委員 児童発達支援事業所で管理者をやっておりますが、お子さんたち、早けれ

ば 1歳代から就学までのお子さんと関わらせてもらっているんですけれど

も、お子さんを見ていて、その子自身の伸びていく力だったりとか、やり

たいという力が見えたりするお子さんもいるんですけど、やはり感覚的な

特性だったりとか、環境とのミスマッチで力を発揮できていないお子さん

がいらっしゃるように見えます。 
そういったお子さんの場合に無理をさせてしまうと、もう嫌だということ

が先に立ってしまって、何かを提案したときに、もうしたくないとか、で

きないからしたくない、という反応をすることがあるんですけれども、や

はりそれを受け入れて、大丈夫、やれるようになってからでいいよという

ふうにして、自分の中で大丈夫だと思ったときに、自分から学ぼうとした

りとか、ちょっと頑張ってみようというような姿が見られる方が結構いら

っしゃるので、やはり自分が今いる場所が安心して見られるかどうかとい

うところが大事なんだということは常日頃感じているところです。 
なので、先ほどの不登校のお話だったりを考えていったときに、本人さん

が、ここで学んだら安心できる、ここだったら自分の力を発揮できる、と



いうような気持ちになれる場所、そこで学ぶことは大事なのかなあという

ふうに思いました。 

委員 今回初めて参加をさせていただいているのですが、先ほど 5歳児健診のお

話があったかと思うんですけど、市町の判断に応じて実施というところ

で、保育の現場としては違う視点で子供の成長を見ていただける機会が増

えるということは、子供の成長、保護者の方の安心など、いろいろな面で

メリットがあるのではないかなと思いました。 
新居浜市では、5歳児で就学前相談を実施してくださってるんですけど、

3歳児健診でどうかなというお子さんについて、年中児さんの間に保育園

で保護者の方等と信頼関係を築きながら、子供さんの成長を見守っていく

状況なんですけど、その時に、どこかに繋がっていけるお子さんに関して

は支援がどんどん広がっていくんですけど、そのまま保護者の方の気持ち

が動かない場合でしたら、なかなか就学前相談を受けるということに繋が

らないご家庭の方もいらっしゃるのも現実なんです。 
なので、その時に保育園ではない場所で健診を受ける機会があって、そこ

でアドバイスを保護者の方がいただくことができたら、また子供さんの成

長を見守る範囲が広がっていくのかなというふうに思いました。 
ただ、課題は山積みだと思いますので、いろんなことをクリアにしていき

ながら実現したらいいなっていうふうには思いました。 

委員長 ありがとうございました。 
なかなかそういう小さいところでの関わりとか、5歳児健診とかを全部ク

リアされていたとしても、今日のお話の支援会議がうまくいかないと結局

駄目になるということで、去年とか一昨年なんかは、新規に特別支援学級

担任や通級担当になっても、2年目には半分になるということが繰り返さ

れてきてました。それプラス 10 年以内にとなれば、もっとすごい状態に

なるのかなと思います。だからこそ、仕組みだけつくればいいわけじゃな

いんですけども、発達支援課の方から提案されている支援会議のあり方に

ついて、皆さんのアンケートでうまく機能しないということで、今回出さ

れたということですけども、資料について、開催ルールとして共有してい

きたいと思うんですけど、その点についてはどうでしょうか。 
正直学校間でも温度差があります。なので、きちっとしていきたいってい

うのはあります。このチラシはどうされるんですかね最終的には。 

事務局 チラシについては、委員の皆さんにはメールで送信させていただこうと考

えています。 
ここには各団体を代表して、委員の皆さんが来られていますけれども、団

体内で適宜共有していただいて、学校等の支援会議のルールをご承知おき

いただきたいと考えています。 
学校については、開催要領案をもとに、コーディネーターの先生方のご意

見を伺いたいので、改めてご相談させていただいたらと考えております。 

委員長 ありがとうございました。 
事業所はこれで構いませんかね、こういう形で。 
私なんか支援会議をしているときに、事業所の方もあらかじめわかってい

る場合もあるし、突然来られた時もあって、ありがたいんですけど、チラ

シの注意というところなんかははっきり知らない状態でしたので、やっぱ

りみんながわかった上でやれたほうがいい。 
住み分けはしないといけないと思うし、協力しないといけないこともある

と思います。よろしくお願いします。 
あと、コーディネーターの意見を聞きながらきちっとしたものができてく



るとは思うんですけれど、管理職を交えてお願いします。 

アドバイザー 先ほど不登校の話が出て来たところで、何でこれだけ増えているかという

ことを考えたときに、やっぱり社会モデルの視点が抜けているんではない

かな。 
結局、学校のあり方が変わることが求められている。もう個々のケースの

問題ではなくて、もっと構造的組織的な問題ということですので、支援会

議に於いても発達支援もぜひ、現状に子供をどう合わせるかではなくて、 
本人がどう伸びたいのか、それを学習指導要領等の観点からすり合わせを

する。 
具体例だと、本人は学校行きたいんだけど学校で勉強する意味がわからな

い。意味のない勉強ばっかりやっているから、しかも安心して行ける学校

じゃない。それに対してどうしたらいいですかという話だったので、あな

たが、意味がないと思っている勉強は、学習指導要領に書いてあるので先

生はそれを君に教えようとしてるんだけど、と説明したら、小学校 2年生

かな、そんなんだったら勉強すると。 
このエピソードを通して私が何を言いたいかというと、子供が学校で何を

学びたいのかというその視点ですね。ですので、先ほども言いましたが通

常の学級で学べるかどうかではないんです。本人が、どこで学びたいの

か、何を学びたいのか、どのように学びたいのかを明確するのが支援会議

なんです。 
ということから考えたときに、もっと本人から見たときにどうなんでしょ

うかということを改めて見直す必要があるんじゃないかと思うと、発達検

査なんかも得意不得意を教えに生かすということだけど、大切なのはまず

本人自身が知るということですよね。自分の強みと弱みを知るということ

だし、支援会議の目標は本人と何をどのように学ぶのかということの合意

形成をするのが支援会議である。そういう点で、資料 1－3ですけどこの

中に子供が主体であるということをもっと明記する必要がある。本人保護

者に説明しましょうという前にまず、本人の学びに対する願い、それをま

ずは聞くということが必要かなと思います。 
もう 1点あって、子供向けの資料が必要じゃないでしょうか。 
子供自身から、虐待なんかでね、あなたは虐待受けてるかもしれないから

連絡してくださいねって、あれと同じです。あなたがよりよく学ぶため

に、みんなが集まって会議できます。あなたの相談に乗れますという、最

大のサービス受益者は子供ですから、子供向けの資料っていうのをぜひ検

討いただければなと思います。 

アドバイザー 義務教育の間に作る支援計画を教育支援計画というはずなんですから、教

育支援計画は、校長先生が中心になって校内委員会で作る、それをきちん

と作ってくださいというお願いです。 
事業所の方は、支援計画です。 
学校が作った教育支援計画と、事業者が作った支援計画との整合性とか、

協力体制を話し合うのが支援会議。 
支援会議に、学校の方から出る計画とか案というのは、校長先生が、最終

的に確認している部分を出すので、出席者はこの人数が出なくてもいい。

五、六人の少人数で効率よく支援会議へ進める方がいい。それで書面をお

互い読んで、チェックしたので済むんだったら、あえて集まらなくてもい

い。僕の印象としては、支援会議の回数をもっと減らしても運営できるん

じゃないかなという印象です。 
学校の中の校内委員会を充実して、教育支援計画をきちんとするように、



コーディネーターの先生が頑張る、コーディネーターの先生の研修の機会

をうまく作ることが、新居浜市の今の課題解決にはいいんかなというのが

僕の意見です。 

委員長 ありがとうございました。 
今のお 2人の意見、皆さん、どうでしょうか。 
何のためかというと子供のため。それが支援会議であるし、支援会議は、

事業所も学校もそれぞれ、校長の責任のもと教育支援計画を立てますけれ

ども、それのすり合わせのために開催するのが支援会議である。それで支

援会議にもし子供が入ったとしたらこんなに人いたら絶対出ないと思うの

で、その辺も考えていくということですかね。 
だから子供のことを本気で考えてやっていけば、言い方悪いですけど業務

改善にも繋がるのかなと思ったりもしました。 
以上で、この話を閉じさせてもらいます。続いてサポートファイルの様式

の変更について事務局お願いします。 

事務局 

 

サポートファイルの様式変更について説明します。 
市独自のサポートファイルにっこ♡にこについては、令和 6年 7月に教職

員を対象としたアンケート調査を実施しております。 
アンケート調査の結果は資料 2－1です。 
回答者数は 563 人、属性は、経験年数が 5年未満と、30 年以上に二極化

していますが、その間はほぼ等分されています。にっこ♡にこを知らない

人は 6％、活用したことがない人は 26％ですので、ほぼにっこ♡にこの内

容を知っている人の回答と思われます。 
その上で、改善希望の内容は、記入作成に時間がかかるが 37％で最も多

い、その他の 49 人の記載事項は、作成負担・業務削減が 23人、電子化フ

ォーマットの改善が 19人でしたので、作成負担の改善希望が大きいこと

がわかります。 
そこで、サポートファイルの様式を市独自のにっこ♡にこから、県の様式

である、えひめ特別支援パッケージに変更する方針としました。 
にっこ♡にこの作成にあたっては、全国に先駆けた取り組みであり、本協

議会でも部会を立ててみんなで作成してきた歴史があり、課としても悩み

ましたが、今後もしっかりと活用していくためには、学校現場で使いやす

いものに変えていく必要があり、変更に舵を切ることとしました。 
変更によって何が変わるかですが、資料 2－2をご覧ください。 
改善が期待される点としては、にっこ♡にこは、冊子になっていたため、

追記は手書きまたは電子文書のハードコピーの切り貼りでしたが、パッケ

ージはエクセルファイルでシートごとに作成し、ファイリングするように

なるため、事務負担が軽減されます。また、同一の学校施設内では、デー

タで管理、引き継ぎが可能になります。 
パッケージは県内統一の様式ですので、市外との転出入についても、引き

継ぎが容易になると思います。 
ただ、学校施設間をつなぐネット環境が整備されていないため、施設間

で、電子データで引き継ぐということは当面難しく、今後の課題となりま

す。 
次に、様式変更スケジュールです。資料 2－3をご覧ください。 
令和 7年度は、新規作成はすべてにっこ♡にこで作成しております。ただ

し、見直しや引き継ぎは、年長児の来年度小学校一年生に入学する子ども

たちは、幼稚園用のパッケージを用いて作成し、すでに取り組んでいると

ころです。 



来年度、令和 8年度は、新規作成はパッケージになります。特に、小学校

一年生、中学校一年生は、その学校施設での新規作成になるので、パッケ

ージの作成となります。 
見直しは、隔年で行っていますので、該当する児童生徒については、パッ

ケージに変更していきます。令和 8年度に見直しの対象ではなかった児童

生徒については、令和 9年度にパッケージに変更します。 
最終的には令和 10年度には、全員がパッケージに移行できるよう進めて

いきたいと考えております。 
なお、これまで使っていたにっこ♡にこについては、パッケージに変更し

た時点で、本人、保護者に返還することとし、例えば、小学校 2年生まで

の記録はにっこ♡にこ、3年生からの記録はパッケージの必要なシートを

ハードコピーして、本人保護者に発行し、追加して綴っていくといったイ

メージになります。 
すでににっこ♡にこを作成している児童生徒については、にっこ♡にこを最

後まで活用することも検討しましたが、10年以上、両方の様式が混在す

ることになり、煩雑となりますので、このスケジュールで進めることとし

ております。 
説明は以上です。 

委員長 市独自のにっこ♡にこから、愛媛県のパッケージに変わるということで

す。最終的には令和 10年を目途に、全面変えていくということですね。 
にっこ♡にこは、その都度保護者に返していくということです。 
これについてご意見等ありませんか。幼稚園、保育園や事業所の方も、見

慣れているものが変わっていくようになると思います。ただ、必要なこと

がしっかり書かれるような内容にはしていかなくちゃいけないとは思いま

した。にっこ♡にこの良さもあるので。 

アドバイザーの先生方いかがですか。 

アドバイザー 県のパッケージに変えるというのは、よろしいんじゃないかなと思うんで

すけど、一方で活用の課題のところは、先ほど言ったことの繰り返しにな

るんですけど、やっぱり本人と使うということにしないと、仕事が増えた

だけという感じになるんじゃないですかね。 
なので、作成したことがあるという方の割合が高いことは素晴らしいこと

だと思うんで、それを、支援会議も一緒ですけど、子供と一緒に活用して

いくことで、業務負担が増えるというようなことがないように、使われて

いったらいいかなと思います。 
あとやっぱり電子化の問題ですよね。今どきはネットワークに繋がってな

いファイルはほとんどないんじゃないでしょうか。特にエクセルみたいな

のは基本的にはクラウドで繋がってますから、そういったところも全部含

めた上で、セキュリティの問題については市の情報担当課とよく確認する

といいのかなと思います。 

アドバイザー にっこ♡にこについてちょっとわからないんですが、支援ファイルを作

るというので各市町で作った。かなり早期に新居浜のにっこ♡にこ、すば

らしいのができて、継続して欲しいという思いがあるんですが、全員に持

たしてるんでしょうか。または、3歳未満児ににっこ♡にこを使っている

ケースは継続なんでしょうか終了なんでしょうか。 

事務局 園児で、にっこ♡にこを作っているお子さんは、巡回相談でパッケージに

順次変えていく予定にしております。 

アドバイザー 3 歳以前の子供については、パッケージが今はないので、市町で独自に作



っているのはあるけど、市町でバラバラなんで、県教委にそれを集めても

う一遍改訂版できちんとしたのを作ってくれないかとお願いしたんですけ

ど、その時に、幼稚園は教育委員会ですから、3歳の幼稚園以上が対象な

んですよ。だから 3歳未満児のところができないし、それから 5歳児健診

を思ったら、にっこ♡にこはすばらしいから他の市町にもにっこ♡にこみた

いなのを作ってくれと言うぐらい良い。情報はパッケージでは掴めません

から、学校に入ったらパッケージで絞る方が効率的だと思います。 
だから、保育所幼稚園、認定こども園の段階が、5歳児健診も絡んでどう

していいかわからないんですが、できたら小学校に入るまでの間は、にっ

こ♡にこで情報を掴んで、学校に入ってから、パッケージに移し替えるな

ど、継続できたらいいんじゃないかなと思ったりします。 
それからさっきのエクセル情報の共有化ですが、どこの市町も、情報担当

者の方から使えませんよって断られてますね。何で断られているかわから

ないんですが、そこがうまく使えるよう、データで効果が確認できるよう

にして欲しいです。 

委員長 

 

ありがとうございました。 
中三の、高校とかにつなぐ子の最後の支援会議も、本人と一緒に、これ持

ってくよっていうことをうちもやってるんですけど、それができるだけ小

さいときから、これは私の問題、というようになっていけばいいと思いま

す。 
それと渡部先生が言われていましたが、小中でパッケージを使ってもいい

んだけど、いざというときに、必要な情報が、働く時とかにも活かせるよ

うなものになっていったらいいなと思います。 

委員 本当に、こういうものを活用できていればよかったなと私も反省を込めて

思うんですけれども、その子の一生を通じてずっと引き継いでいっていた

だきたい情報が、具体的に言えば年金を受けるのか受けないのか、その他

いろんな手当を受けていくのか受けないのか、20歳ぐらいなったら自分

で判断できるお子さんもあると思いますが、やっぱり保護者がしていかな

いといけないことだと私も思っていて、私自身は、年金取得のときに、療

育手帳を持っているから大丈夫だと思っていたんですけど、やっぱり最初

に、どこでどういうふうに診断されて、その時の診断結果、お医者さんの

診断書もいるわけで、20歳になってからその小児科の医者さんに診断書

いてくれって言うと結構困られたという場合もある。 
小さい時に診断を受けられる方もあれば、小学入ってから、中学入ってか

ら、或いは高校入ってからといろんなケースがあると思うんですけれど

も、私が一番この引き継いでいっていただきたい情報っていうのは、最

初、もちろんその過程も大事だと思いますけれども、最初の診断を受けた

時の情報が、本来親の責任ではあるんですけれども、親もなかなかそこま

で手が回らないこともありますので、こういうファイルがデータの形でも

残っていくのはすごく素晴らしいことだと思います。親御さんも発展途上

ですので、親の支援の方も、いろんな方々にしていただけたら、困る親御

さんが減ってくるんじゃないかなと思ってます。反省を込めて、以上で

す。 

委員長 ありがとうございました。 
今のようなご意見が小中学校のパッケージにも入っていくようにお願いし

ます。これも先ほどと同じような感じで、周知徹底をしていってもらえた

らと思うし、改善もよろしくお願いします。 
そうしましたら最後の議題に入ります。議題 3地域課題と次年度の協議テ



ーマについて事務局お願いいたします。 

事務局 地域課題と次年度の協議テーマについて説明します。 
説明内容は次年度のテーマをこうしたいということではなく、協議テーマ

選定の手法を提案するものです。 
今年度、支援会議のあり方について協議しました。その中で支援会議では

様々な支援者が支援のあり方をすり合わせていくことが大事であるとの共

通理解が得られたと思います。そしてすり合わせが必要となるのは、支援

者が単独では課題解決が困難、或いは効果的ではないためと考えられま

す。そこで、一つ一つの支援会議を個別の事案で終わらせるのではなく、

共通課題を見つけ、ある程度標準化された解決方法を共有していくこと

で、効果的な支援会議、支援者の協力体制構築に繋がるのではないかと考

えます。 
資料 3－1をご覧ください。支援会議を活用した協議課題選定の方法で

す。 
支援会議で解決が困難だった事例、逆に工夫して成功した事例などを蓄積

していくことから始まります。進め方としては、まず支援会議に参加した

ら、支援が難しいなとか、地域に適当なサービスがないなとか、また似た

ような事例が多いなと感じることがあると思います。例えば、不登校傾向

にある子供が増えているなとか、その子たちは兄弟の影響を受けている傾

向があるなといったことです。次にその問題意識が、地域全体で考えてい

くことどうかを考えてみますと、似たような事例が多いなという感覚的な

ものが、統計的にもそうなっているか、特定の地域ではなく、どこでも生

じている問題かといったようなことです。例えば兄妹で不登校になる事例

は、どこの学校でも生じているなあといったようなことです。 
ここまでは、皆さんから事例を提供していただいて、事務局で整理するこ

とができると思います。次に地域全体で支えていくにはどうしたらいいか

検討します。ここが協議会の役割になります。 
関係機関の役割を考えたり、支援の流れをシステム化したり、或いは部会

を設けて、具体的な支援パッケージを作るといったようなことです。例え

ば不登校の子供の早期発見のために、関係機関みんなが使えるリスクアセ

スメント表を作成したり、学校、家庭、福祉、共通の支援ガイドラインを

作成したりするなどです。 
こういったことを繰り返していくことで、支援会議の課題から、地域全体

で子どもの発達を支援していくための仕組みづくりを充実させていきま

す。 
実際の事例で説明してみます。 

 

＜事例説明＞ 

 

これらの事例から共通課題を抽出してみます。 
資料 3－2をご覧ください。 
本人側の課題として、1.同行通所の不安定さ、2.情緒の不安定さ、3.事故

発信の弱さ、4.睡眠リズムの課題、5.対人スキルの課題。 
家庭側の課題としては、1.兄弟の影響、2.伝え方の困難さ。学校や放課後

デイサービス側の課題として、1.合理的配慮や環境調整の一貫性の不足、

2.通所の揺れなどが抽出できました。 
これらの課題に対する解決策案を、地域の支援システムをどうしたらよく



なるかを本協議会で協議するという視点で考えてみました。 
（1）共同支援計画作成、（2）共通アセスメント指標とモニタリングの導

入、（3）学校での合理的配慮の標準化、その他、家庭保護者支援、放課

後等デイとの連携、医療心理職との連携なども考えられると思います。 
このように、案をもとに協議会でテーマを決めて深掘りしていくと、より

具体的な協議になるかと思います。 
手法についてはこのようなイメージです。 
この手法は、個々の事例の解決策を他の事例に応用し般化させることがで

きる、地域の支援のシステム化を図ることで既存の資源の改善や新たな資

源の創出につなげることができる、質的量的に明確にしやすいため予算要

望の資料としても活用しやすい、などの点で協議会のテーマ選出の手法と

して向いていると考えています。 
委員の皆さんにも、日々の支援会議が、協議会のテーマに繋がるといった

意識を持っていただけるので、みんなで、よりよい支援会議にしていく気

運も高まり、本協議会の目的である、関係機関の連携強化にも繋がるので

はないかと思います。 
協議の進め方としては、委員の任期は 2年ですので、1年目に現状把握評

価、テーマ選定と協議、2年目に、解決策の協議、できれば解決策の提

案、といったサイクルにしてはどうかと考えています。もちろん、その途

中で、制度改正や国の流れが変わったようなときには、その情報共有も都

度盛り込んでいきます。来年度、ちょうど委員の改選の年になりますの

で、良いタイミングではないかと考えております。 
事務局からの提案は以上です。 

委員長 この協議会が中心になってというようになるとは思うんですけども、ご意

見どうでしょうか。 

委員 共同支援計画についてもう少し伺いたいのですが、イメージを膨らませた

いので、これは個人単位で作られる計画になるんですか。 

事務局 これはあくまでも、こういう考え方ができるというのをお示ししたもので

あって、これを直ちに協議会のテーマにするという意味ではないですけれ

ども。 

1 番目の共同支援計画は、例えば、介護保険のケアプランでいうと、デイ

サービス事業所や訪問看護がそれぞれの事業所が計画を立てており、ケア

プランは、いつどの時間帯に訪問看護、デイサービスというのが一目瞭然

でわかるので、うまくいってないようなときは、その都度、ケアマネージ

ャーが調整や見直しに入ることができるのですが、教育の現場では、福祉

と教育とそれぞれに計画を立てているけれども全体を網羅したようなもの

がないかなと思うので、そういうイメージのものが一つあると、もしかし

たらみんながわかりやすいのかなというものです。 

委員 ありがとうございます。 
ケアマネージャーさんをイメージされてるところで、自分は計画相談員と

して、福祉の方のケアマネージャーみたいなことを業務としてやっていま

す。 
今お話されたような、1週間でどこに通っているのか時間がどこなのかな

というのは計画相談員が予定として冊子を作成しているんですね。 
それをうまく活用された方が良いと思ったり、共有ができたら、そういっ

た意味で先ほどのサポートファイルの様式のお話にもちょっと戻ってしま

うかもわかりませんが、なるだけ全員電子データに変わられて、共有化し

て、とにかく業務が大変なので、簡略化したいとか、効率化を求めたいん



であれば、やるという一言で動きそうなのに、難しいと延期して結果的に

進まないし、またいろんな計画とフォーマットができ上がって、次のバー

ジョンアップの時にまた使えなくなったみたいなことも起こりうるので、

何かしらシステムは新居浜市で予算をかけた方がいいのか、それとも共通

のエクセルをクラウドで共有化まではオッケーみたいに取り組まれた方が

いいのかなと思ったりもします。 
個人情報保護法が足かせになっているのかなと思うんですけど、あれ自体

は多分犯罪を抑制するためというか防止するためであって、私どもがいっ

ぱい作っている資料なんかも同意を得て関係機関の方にお配りをさせてい

ただいていてるんです。 
そこをうまく活用して皆さん連携して、支援者に対しては、共有化させて

もらいますっていうふうにして同意されたら、このシステムはそれでいけ

るのかなと思ったりするんです。そういったことでどんどんと効率を上げ

ていかないと、相談員ですらもう大変しかないし、また資料作らないかん

なったっていうふうな思いしかないので、そこは学校も福祉も協働と連携

をして、それこそサポートファイルもこちらも見せていただきたいです

し、今度のフォーマットだったらそういうふうに使わせていただいたらな

というふうにつくづく思ったりしております。 

事務局 ありがとうございます。 
新居浜市は、ネットでつなぐというのは、今後の課題になります。 
話が戻りますが、先ほどの計画については、こういった案もあるよという

案ですので、これをテーマにしたいということではないです。 
私が説明したのは、こんなふうに支援会議をもとに分析していくと、様々

な地域の課題が見えてきて、その出てきた課題をここで協議するという流

れを構築することによって、みんなが出ている支援会議がより意味のある

ものになってくるんじゃないかという提案をさせていただいたものです。 

委員長 他どうでしょうか。 
どうなるかわからないですけど、やるんだったらモデル校を作ってやって

みるとかしないと、バラバラでやったら収拾つかない、1年で終わってし

まってもいけないので、やると決めたらやってもらいたいと思います。 
アドバイザーお 2人の先生、何かご意見とかありませんか。 

アドバイザー 事例は支援会議に出すような事例じゃない。校長先生が学校の中で、この

問題どう解決するかなあという仕組みを作って対応して、教育支援計画で

このケースはこういう対応をする。それでもうまくいかんので病院に行っ

たり、事業所に行ったりしている場合には、病院や事業所でどう対応して

いるかという情報をもらって、学校の教育支援計画の修正をしながら、学

校はきちんと預かっている子供に対応して、しんどい状態を改善していく

というのをしなければいけない事柄であろうと思うんですよ。 
そのために、支援会議に事業者の方に来てもらうのは事業所の費用で来て

もらう仕組みになっているんだけれど、学校が緊急でお医者さん来てくだ

さいとか、カウンセラー来てくださいとかで、学校独自で考えている教育

支援計画のどこがまずいのか、どこを修正したらいいんかを、講師依頼で

きる予算をつけてくれたらどんどん進むんじゃないかな。 
子供がこんな思いしているならどうするかを、来週の金曜日の支援会議で

話し合いましょうとか言っていたら、来週金曜までこの子毎日どうするか

とか、緊急の事柄もあるんじゃないかというので、そこらあたりの仕組み

と、こういう事例についての対応とは、違和感を感じたんです。 
そこが、学校のカウンセラーがいてくれたらいいんだけど、今、週に一回



とか午前中だけとかというような感じで、必要な時に、そういう人が応援

に入ってくれないような今の仕組みを変える、新しい仕組みが新居浜市に

できたら、子供のためにいいんじゃないかな。 
この案のように応援する体制というのもいいんですが、緊急で何か対応し

ないといけないことへの応援の方も考えていただかないと、校長先生はじ

め、学校現場のしんどさが克服できないという心配を思っています。 

アドバイザー それに関連してですけど、結局、こういう問題はどのように対応するかの

仕組みの切り分けの問題ではないかなと思うんですね。 
学校って、子供のことなんでも全部学校でやろうとしてそれでうまくいか

なくなるとか、大変になるということもよく起きているんじゃないかな

あ。なので、今回出ている例えば兄弟のことなんか、これも担任がどうこ

うという話ではないと思うんです。 
それぞれ、その支援に関係する人たちの責任範囲を明確にして、問題対

応、課題対応や、支援のネットワーク範囲についての基準を作っておいて

もらうということで、組織のトップである校長の判断のもとに、これは担

任の先生の範疇ですね、ここは担任の先生の範疇ではないのでこの人に入

ってもらいましょうと、いうような仕組みを明確にするということなのか

なと思いました。 

委員長 ありがとうございました。 
もう、お 2人の言われるとおりだと本当に思いました。 
発達支援課の方から出されるものも、必要な場面も出てくるだろうし。で

も、実際は、私も今学校がどうなのかなと思いながらここいますけど、待

ってくれませんので、対応どうするか、ここには参加していないけど、ス

クールソーシャルワーカー、つなぎの人たちをどう頼っていくかというこ

とも大事になってくると思います。 
予定の議題はこれで終わりですよね。今回が最後になるんですけれども、

委員の皆様、ご意見とか、今日のことに限らず、1年通して思うことがあ

れば。 

委員 1 年を通じてとかではないすけど、今日のことに関してちょっとわからな

いことがあるので質問です。 
パッケージに変わることに関して、資料 2－2に、エクセルファイルで、

該当するシートを学校等が記載、修正の都度、保護者に発行というのは、

これは追記されるような形になるのか、修正となったらある程度除けて新

しいものになるのか。 
もし新しいものになるのであれば、保護者に発行したら保護者は古いもの

と新しいものを持っているけど、学校は改正された新しいものしか残らな

いということになってしまうのかなと思ったのが一つで、それがどうなる

のかということと、先ほど、共通のクラウドにアクセスすることが、シス

テム上そんなに難しいことのようには聞こえなかったのですが、それはや

っぱウイルス感染とか個人情報の保護の観点から、難しいということなん

でしょうか。ちょっとそこがよくわからなかったのが一つ。 

もう一つは、パッケージのことで、支援会議の定義が、児童生徒というの

は、児童、中学生だと思うんですけど、支援って別に小学生の前から支援

が必要な子はたくさんいるんですけど、その保育園幼稚園、3歳未満はち

ょっと年齢低いかもしれないすけど、一貫して支援会議的なものはされて

ないのか、それがちょっとわからなくて、そういうものが、ずっとあれ

ば、5歳健診で全員なんてやらなくても、もっと効率化できるのかなと思

ったのと、それを感じたもう一つ違う場面があって、こども保育課で、年



に 1回、各園に加配を要請する会議があるんですけど、その会議で、出て

くる子供の中に、発達支援課と繋がっていますとか、児童発達支援に通っ

てますとかという方がたくさんいるんですけど、実は何にも繋がってない

人もいるんです。 
そういう人らこそ支援会議という定義が児童の制度なら支援会議という名

前ではないのかもしれないですけど、もっとちっちゃい頃からそういうの

があれば、5歳健診は全員にいらんのじゃないかという気がするんですけ

ど、それがどうなってるのか、パッケージのこととその会議のことを教え

てください。 

委員長 まず、パッケージは、基本紙ベースですので、紙で学校も家庭、保護者も

発達支援課も残しますから、新しいものがもう一度作り直されて上に足し

ていく、家庭だけじゃなくて発達支援課も、学校も同じものが重なってい

く形になります。 
学校が作ります。古い電子データは消えますが、紙があれば、古いやつは

わかる。今と一緒です。 

事務局 適宜、エクセルのシートをコピーして増やしていくこともできるとは思い

ますので、それは運用の仕方になってくるかと思います。 

委員 シートなんてなんぼでもコピーできるんで、小学校 3年生で改正したら、

小学校 2年生までの分をコピーして小学校 3年生になって新しいものを作

っていけば、このファイル自体はいくつかなりますけど、ずっと残るんか

なあと思いながら聞きよったんですけどそういうことではないってことで

すか。 

事務局 電子データとしては、今おっしゃってくださったような形になると思いま

す。 
細かい運用については、各学校で決められるかとは思うんですけれども、

紙については発行書類になってきますので、それぞれで原本として残して

いくという形にはなるかと思います。 

委員長 クラウドは、今小学校中学校では校務支援システムというものを使ってま

すので、ほとんど学校の中で作っているものが全部繋がってるんですよ

ね。そこに、このパッケージを紐付けたいんだけど紐づけられないです。

県内市町でバラバラの内容になっているので調整は大変なんじゃないかと

は思います。だから、文部科学省から出してるものは入れる、それ以外は

入れないというところがあって、新居浜市を通して何回も業者にお願いし

てるんですけど入らない。 
だけど、今のままの紙ベースでのにっこ♡にこは、先生たちの業務にも大

変だから、せめて入力はできるだけ簡単にということでパッケージを利用

する。ただまあ簡単になりすぎるとにっこ♡にこの良さがなくなるのでそ

こは気をつけましょうということです。 

委員長 未就園の支援会議は。 

事務局 未就園の子供や幼稚園保育園の子供の支援会議については、発達支援課が

必要に応じて開催はしています。 

委員 発達支援課も関わってないし、児童発達支援事業所や医療機関も関わって

ないけど、発達特性があって加配をつけて欲しい子がその会議では出てき

て、それは誰がどう見てるんだろうというところから、支援会議ってある

んかなということを疑問に思った次第です。 

委員長 繋がらないからしんどいんじゃないかな。福祉的な観点からもそれで困っ

てるから 5歳児健診をして欲しいというのもあるんじゃないかとは思いま



す。 

事務局 巡回相談では、3歳児、4歳児を中心に発達支援課が園に行ってお話をお

聞きしており、そこで繋がるお母さんとは連携させてもらっています。 
ただ、園から挙げていただいているお子さんの中には保護者が納得してい

ない状態で、園の先生の協議で挙げているケースもいるので、加配申請の

ときに発達支援課と繋がってないケースは相当数いるかなと思っていま

す。 

委員長 今、委員が聞かれたようなことを僕も 4年前まで全く知らなかったので、

こういうふうに見てもらった方がありがたいし、小学校中学校の先生に

は、伝えていくのが私たちの使命かなと思っています。 
他よろしいですか。 
1 年間を通して、アドバイザーの先生方からちょっと、何か一言ずつでも

お願いします。 

アドバイザー 加配という特別支援、それ以外の特別支援が繋がってないという問題なん

じゃないですかね。 
ただそういう仕組みで見直す必要があるものは、この新居浜市の支援のネ

ットワークの中で、当事者の人達がそれをうまく使いこなして、子供たち

が自分の発達する権利を保障するという、そういう理解啓発を図ることで

すし、そういう原則に則った仕組みづくり、組織化が課題なのかなと思い

ました。 
やっぱり、サービス提供者側の支援、サービスは充実していると思いま

す。だからこそ、その当事者である子供と、その代理人である保護者に、

そういう支援のサービスを使うことでよりよく発達できるんだ、子供が育

ったんだ、という理解と信頼をどう醸成していくのかという時に、どうし

てもまだまだこの社会は平均から外れているということに対する不安と恐

怖、そのもとにあるのが障害が個人モデルになっちゃっている。そうでは

なくて、社会モデルということで、子供を学校に合わせるのではなくて、

子供にとって学びがいのある学校にする。他も全部一緒じゃないかなと思

うんですけど。 
そういったところが新居浜市に限りませんが、課題で、でも新居浜市は、

その課題を乗り越えるのにいろんな資源や制度はできているのではないか

と思いますので、更にまた、本人を中心に仕組みやネットワークを作って

いければなと思いました。 

アドバイザー この地域発達支援協議会はすごく大きい会なんで、児相からハローワーク

からいろんな地域の会が入ってこられる会ですが、この会議が支援会議と

同じような機会であるなと思うんですよ。 
それぞれがやっている事柄をやるために校内委員会できちんとした案を作

らないといけなくて、今日の支援会議のこの案は、もっと関係の方が詰め

てこうやろうと思うんですが、保護者から見たらどんなですか、とか、事

業者との意見交換で、こうやったら効率的にいくんじゃないかな、という

ので支援会議の持ち方を検討するのと同じように、この協議会、このメン

バーだったらもっといろんな話題で地域支援ができるんじゃないかなと思

います。 
文部科学省が行っている、広域連携協議会というのは、県の教育委員会と

健康増進課、福祉課が、行政の中身を詰めましょうという会議。それぞれ

の課が縦割りでやるのではなく、県庁が一つまとまって事業を推進しまし

ょう、県庁外の人と意見を交換しましょうというのがあるので、まず、ど

うしたらいいのかなという案があって、この案でやろうと思うんですが、



それについて理解してくださいとか、意見があったら言ってくださいと

か、いうのがこの広域の意味であると思うんです。 
だから、新居浜市がここでやっているのは県以上のすごいメンバーが詰ま

った良い会だと思うので、この議題ではもったいないなと思うので、来年

度の議題もですが、当事者が集まって詰めて原案を作った後、地域のいろ

んな立場の人にご意見をもらって、新居浜市全体で社会を支えるみたいな

役割の会議にワンランクアップできたら素晴らしいなあというのがこの一

連の印象です。 
ぜひこの会議は続いて欲しいし、議題については、提案する議題がもっと

詰めた段階で出してもらって、活発に協議されたらありがたいなと思いま

す。1年間ありがとうございました。 

委員長 お 2人のアドバイザー、本当にありがとうございました。 
いろんなところに話は飛んだんですけどそのおかげでいろんなことがわか

って、反省もして勉強にもなりました。次年度に引き継いでいきたいと思

います。 
次回は、令和 8年、第 1回は 6月 25 日、15時から。場所はここになりま

す。来年度は先ほどありましたが、任期替えの予定ですが、各所属機関で

も引き継ぎをよろしくお願いいたします。 
それではこれをもちまして本日の協議会を終了いたします。長時間ありが

とうございました。1年間ありがとうございました。 

 


